
木津川市国民健康保険運営協議会　会議要旨
	会議名
	平成２７年度第１回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	平成２７年８月２６日(水)
午後２時００分から午後３時３０分
	場所
	木津川市役所　全員協議会室

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	□大西寛美 委員、■桝井惠子 委員、■尾﨑田鶴 委員

■樋垣育夫 委員、■村上惠子 委員、□福井保知 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■松井清明 委員、■若菜和雄 委員

□木村英城 委員、□大西　太 委員、■山口政延 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■福井博敏 委員、□大井健司 委員、■辻　清康 委員

■山本　貢 委員、■森本茂子 委員、■森　好美 委員

	
	市理事者
	■河井市長

	
	
	■保健福祉部　森部長、保健福祉部　杉田次長

	
	庶務（事務局）
	（国保医療課）国保医療課 前川課長、藤澤課長補佐
秋元係長、松下主査

	傍聴者
	なし

	議題


	１．開会
２．資格審査

３．副会長あいさつ
４．市長あいさつ
５．役員（会長）の選出

６．会議録署名委員の指名

７．議事

　（１）平成２６年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
　（２）国民健康保険に係る諸般の情勢について

　（３）その他
８．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言
　　　・　新委員及び事務局の照会

２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．副会長あいさつ
　　　・　森副会長あいさつ
４．市長あいさつ

　　　・　河井市長あいさつ
５．役員（会長選出）
　　　・　前会長の退任に伴う新役員（会長）の選出
　　　・　新役員（会長）の就任あいさつ
６．会議録署名委員の指名
　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名
７．議事
（１）審議　平成２６年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
・　質疑・応答

（２）国民健康保険に係る諸般の情勢について
　　　　　・　質疑・応答
（３）その他
　　　　　・　意見及び質疑・応答
８. 閉会
・　議事終了及び議長降壇
・　閉会宣言


	会議経過要旨


	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。
２．資格審査

委員１８名中 １３名の出席により、会議が成立していることを確認した。
３．副会長あいさつ
　　　　森副会長が開会に際してあいさつを行った。
　　　　要旨は、次のとおり。

・　新委員をはじめ、各委員には、今後とも協議会運営にあたって協力をお願いしたい。
　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。
４．市長あいさつ

　　　河井市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
　　・　国保財政は、被用者保険に比べて高齢者や低所得者の加入割合が高いことなど構造的な問題を抱えている。
・　本市の国保財政は保険税収納の伸び悩み、高齢化の進展、医療技術の高度化などに伴う医療費の増加など楽観視できない状況となっている。
・　今後も社会保障の充実や持続可能な保険制度が維持が続けられるように国に対して要望を続けていく。
５．役員（会長）の選出
　　　　前会長の退任に伴い、新会長の選出を行った。
　　　　福井委員が会長に就任した。
　　　　福井会長が就任に際してのあいさつを行った。
６．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として樋垣委員と松井委員を指名した。
７．議事
　　　　福井会長が議長となり議事を行った。

　（１）　平成２６年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

【配布資料】

　　・　平成２６年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
　　・　平成２６年度国民健康保険特別会計　主要施策　成果の報告書

　　・　平成２６年度国保会計の決算分析

【事務局説明の概要】
　 　・　実質収支では2,438万円の黒字であったが、単年度に着目した収支では8,537万円の赤字となり、実質単年度収支は456万8,000円の赤字となった。これは歳入面では、加入者数の微増や基準所得金額が回復傾向あるため調定額が微増となったが、収納額、収納率は共に微減になった。一方、支出面では保険給付額が0.7%の増となったが、その伸び率は鈍化している。
・　今後とも医療費分析等を通じて動向を把握するとともに、保健事業等の推進や啓発を強化し、中長期的な国保運営の安定を図る必要がある。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　後発医薬品差額通知事業によりどのぐらいの削減ができたのか。
➤　平成２６年８月からの実施となり、平成２６年８月から平成２７年７月まで650万円の削減となった。
○　委託料で464万円とあるが、これは単年度だけの支出なのか。
➤　木津川市データヘルス計画策定のための委託料であり単年度支出である。
【審議結果】
　　承認

　（２）　国民健康保険に係る諸般の情勢について

・　国保の財政安定化、市町村の特性に基づく格差の均等化が国が進めている社会保障制度の改革プログラム法、関連法案に基づく国保の都道府県広域化の流れになっている。これは、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営について中心的な役割を担うこととし、制度の安定化を図るものである。具体的には、都道府県は府内の統一的な国保運営方針を定め、市町村ごとの標準保険料率の設定、保険給付に要する費用の支払い等を行い、市町村では保険料の徴収、資格管理、保険給付の決定、保健事業の実施など地域における事業を引き続き担うことになる。この改革により期待される効果は国保の運営安定化を図り、全国の自治体において、今後も国保のサービスを確保し国民皆保険を堅持する。地域医療構想を含む医療計画の策定者である都道府県が国保の財政運営に責任を持ち、これまで以上に良質な医療を効率的に提供する、標準システムの活用や統一的な国保の運営方針による市町村の事務遂行の効率化といった点である。そういった中で木津川市も京都府と連携をはかりながら役割についてしっかりと認識しながら事業展開をしていきたいと考えている。
　
　（３）　その他
【事務局からの報告】

・　木津川市の子育て支援施策として中学校まで医療費を無料化していく　　　　　　　　　　ということで９月から取り組んでいく。これは京都府の制度が今小学校までのものを中学校まで引き上げ、通院については3,000円以上が対象とし運用することとなり、木津川市では今、小学生については200円の自己負担であとは無料となっているが、それを中学校までの義務教育の間は200円の自己負担で医療を受けていただけるよう拡充を行うこととするので報告させていただきたい。
８．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。


	その他
特記事項
	特になし
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